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新障害者プラン遂行業務に携わる市町村障害福祉

担当職員の「障害者の自立支援」に関する意識
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目的 新障害者プラン遂行業務に携わる市町村障害福祉担当職員の障害者の自立(自律)支援に対す

る意識を把握し，その意識に影響を与えている要因を明らかにすることを目的とした。

方法 調査対象者は，近畿２府４県342市町村の新障害者プラン遂行業務に携わる障害福祉担当職員

であり，調査方法は自記式質問紙を用いた郵送調査である。調査期間は2003年12月２日から12

月25日であり，有効回答率は43.9％であった。調査項目は，基本属性と「自立および自立支援」

に関連する項目とし，そのうち担当職員の意識を測定する尺度として17項目を設定した。分析

は，まず，バリマックス回転を伴う因子分析（主因子法）を行い，そこから得られた４つの因

子ごとに単純集計を行った。次に，担当職員の意識に影響を与える要因を明らかにするため，

「資格の有無」「福祉職歴の有無」を独立変数とし，各因子の項目の合計得点を従属変数とする

ｔ検定を行った。「現在の職場経験年数」「医療・福祉業務等における経験年数」と各因子との

相関については，ピアソンの相関分析を用いて分析を行った。

結果 「資格の有無」や「福祉業務に関する職歴経験」等が，障害福祉担当者の意識に影響を与え

ていることが明らかになった。ｔ検定および相関分析の結果，資格を有している職員，および

福祉業務に関する職歴経験のある職員は，自己決定・自己選択等を自立の概念としてとらえる

自立観や，インクルーシィヴな教育環境に関する意識が高いことが明らかになった。また，医

療・保健・福祉に関する業務年数が長い職員は，上記以外に「障害者の性」に関して意識が高

いことが明らかになった。

結論 新障害者プランの基本理念を施策に反映させていくためには，障害者の自立観や教育環境，

および性と結婚などに対する市町村障害福祉担当職員の意識変革が重要な課題になる。そのた

めには，業務経験年数や職員の意識レベルに応じた研修体制の確立，フィールドワークの導入

などを含めた研修方法の見直し，および各職員の意識向上・変革において欠かすことのできな

いスーパーバイザーの育成が求められる。また，有資格者や福祉関連職歴を有している職員，

および業務経験年数の長い職員と新人職員とのバランスを考慮した職員配置を行うなど，受け

てきた専門教育や研修などが十分に生かされ有資格者や業務経験年数の長い職員の意見が反映

されるような職場環境や人員配置が望ましいと考えられる。

キーワード 新障害者プラン，市町村障害福祉担当職員の意識，自立観，障害児(者)の教育環境，

障害者の性，エンパワメント
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は じ め に

平成15年度を初年度とする新障害者基本計画

に基づき「重点施策実施５か年計画」（新障害者

プラン）が平成14年12月に策定された。この新

障害者プランでは，「共生社会」の実現を目的と

して，障害者が地域で活動し，社会参加する力

を向上させるとともに，福祉サービスの整備や

バリアフリー化の推進など，障害者の自立に向

けた地域基盤整備の重要性が示されている 。

このような考え方が示された背景には，ノーマ

ライゼーションの理念を掲げながらも施設整備

が中心になってきた障害者福祉施策の矛盾に対

する反省，「利用者主体」と「自己選択」に基づ

く障害者福祉サービスの契約制度への移行，お

よび障害者の地域生活指向への要求などにより，

「保護・更生」を中心としたこれまでの障害者

施策の枠組みから，障害者の「自立・権利擁護」

を視点とした枠組みへとパラダイム・シフトが

生じたことがあげられる。

内閣府が行った調査（平成14年３月末現在）

によると，市町村障害者計画策定率は83.7％で

あったが，数値目標が明記された計画を策定し

た市町村は36.2％にとどまっている 。今後，各

自治体が具体的な数値目標を設定し，その達成

に向けて様々な施策を推進していくことが大き

な課題となっている。また，このプランが推進

されるためには，障害者の地域での自立・社会

参加を可能にするサービス基盤を整備するだけ

でなく，障害別の独自のニーズへの配慮をしな

がら，障害者の「自己決定・自己選択」に対す

る支援や「主体性・自立性」を尊重した障害者

のエンパワメント を促進する支援が重要にな

ると考えられる。

近年，障害者の自立観については，従来の

「ADLの自立」や「職業・経済的自立」といっ

たものではなく，「自己決定・自己選択」に基づ

いて，障害者自らが自己の生活水準やQOLを高

める行為が自立の重要な概念としてとらえられ

ている 。障害者が地域において自立生活を営ん

でいくためには，障害者と地域社会がこの理念

を肯定的に共有するだけでなく，新障害者プラ

ンの策定・推進に従事している市町村障害福祉

担当職員が，そのプランの理念をよく理解し，

上記に述べたような自立観をもつことが，プラ

ン策定・実践が成功することへのカギになると

考えられる。そこで，本研究では，新障害者プ

ラン遂行業務に携わる市町村障害福祉担当職員

の「障害者の自立支援」に関する意識を把握し，

その意識に影響を与えている職員の個人的要因

を明らかにすることとした。

研 究 方 法

(１) 調査の対象と方法

調査対象者は，近畿２府４県（大阪府，京都

府，兵庫県，奈良県，和歌山県，滋賀県）342市

町村において新障害者プランの遂行業務に従事

している職員342人である。調査方法は，自記式

質問紙を用いた郵送調査とした。調査期間は，

2003年12月２日から25日までとした。

有効回答数(率)は150通(43.9％)であった。

(２) 調査項目

1) 基本属性と独立変数

調査対象者の基本属性に関する項目として，

性別，年齢，最終学歴，医療・保健・福祉等に

関する業務経験年数，現在の職場経験年数，所

持資格，福祉業務に関する職歴等を設定した。

このうち，「障害者の自立支援に関する意識」

に影響を与えると考えられる４項目（資格の有

無，福祉業務に関する職歴の有無，医療・保健・

福祉等に関する業務経験年数，現在の職場経験

年数）を分析のための独立変数として設定した。

2) 従属変数

質問項目から本研究に関連する項目を絞り込

み，17項目を「障害者の自立支援に関する意識」

を測定する尺度とした。回答選択肢は「思う（５

点）」から「思わない（１点）」の５段階を設定

し，「障害者の自立支援に関する意識」が高い人

ほど高得点となるようにした。この尺度の作成

にあたっては，先行研究 および本研究の関係

者によるブレーンストーミングにおいて検討を

－2－

第53巻第１号「厚生の指標」2006年１月



重ね，さらに福祉研究者によるエキスパートレ

ビューを受けた。この自立支援意識尺度の内容

妥当性を検証するために因子分析（主因子法・

バリマックス回転）を行い，因子負荷量が0.4以

上であることを基準とした質問項目の選定を行

った。その結果，13項目４因子が抽出された（累

積寄与率：56.95％）。多少，想定された項目が

除外されたが，その尺度は，内容妥当性を有す

る尺度であると筆者らは判断した。また，各因

子の下位尺度の信頼性（内的一貫性）を確認す

るために，クロンバッハのα係数を求めた。その

結果，いずれの因子も0.7以上の数値であったた

め，その尺度は，信頼性を有するものであると

判断した。その尺度の最終的な質問項目と因子

名を表１に示す。

(３) 分析方法

「障害者の自立支援に関する意識」の現状を明

らかにするために，因子分析によりまとまった

因子ごとの項目の単純集計を行った（因子ごと

で項目数が異なるため，それぞれの合計点を合

算し，その合計点を項目数で徐した後，平均値

を算出した。これにより，因子ごとの比較が可

能であると考える）。そして，市町村障害福祉担

当職員（以下「職員」）の「障害者の自立支援に

関する意識」に影響を与える要因を明らかにす

るため，「資格の有無」「福祉業務に関する職歴

の有無」を独立変数とし，因子ごとの合計得点

を従属変数とするｔ検定を行った。

また，「医療・保健・福祉等に関する業務経験

年数」「現在の職場経験年数」と各因子の合計得

点との相関係数をみるために，ピアソンの相関

分析を用いて分析を行った。統計解析には

SPSS10.0 for windowsを用いた。

結 果

(１) 調査対象者の概要

調査対象者の基本属性は，「男性」が74.8％，

「女性」が25.2％であった。年齢は，「30～39歳」

「40～49歳」が31.5％で最も多く，次に「50～60

歳」が19.2％であった。医療・保健・福祉等に

関する業務経験年数は，「３年未満」が38.5％で

最も多く，次に「３年～５年未満」が25.7％で

あった。現在の職場経験年数は，

「３年未満」が55.4％で最も多く，

次に「３年～５年未満」が20.9％

であった。資格の有無については，

「資格なし」が最も多く，64.4％

を占めていた。資格を有する者で

は，「社会福祉主事」が26.0％，「社

会福祉士」が7.5％であった。福祉

業務に関する職歴は，「初めての者」

が71.6％と最も多く，次いで「そ

の他」16.3％，「福祉事務所」12.8

％であった。

(２) 因子別単純集計の結果

各因子の平均値をみると，平均

値が最も高い因子は「アドボカシ

ーに関する意識」で4.49，次いで

「自立支援の視点と，その支援の

有効性に関する意識」で4.33であ

った。一方，平均値が最も低い因

表１ 「障害者の自立支援に関する意識」を測定する尺度の因子と質問項目

因子 因子名 質 問 項 目

因子１ 自立支援の視
点と，その支
援の有効性に
関する意識

１．ピア・カウンセリングは，障害者の自立支援にお
いて有効な方法だと思いますか。

２．自立生活プログラムは，障害者の自立支援におい
て有効な方法だと思いますか。

３．生活モデルの視点にたった援助は，障害者の自立
支援において有効な方法だと思いますか。

４．リハビリテーションは，障害者の自立支援におい
て有効な方法だと思いますか。

５．エンパワメントの視点にたった援助は，障害者の
自立支援において有効な方法だと思いますか。

６．ケアマネジメントは，障害者の自立支援において
有効な方法だと思いますか。

因子２ 自立観と教育
環境に関する
意識

７．重度障害者にとって，自己決定・自己選択は可能
だと思いますか。

８．全介助を受けている重度障害者にとって，自立は
ありえると思いますか。

９．インクルーシィヴな教育環境は，障害者の自立に
とって有効な方法だと思いますか。

因子３ アドボカシー
(権利擁護)に
関する意識

10．地域福祉権利擁護事業は，障害者の自立支援にお
いて必要だと思いますか。

11．成年後見制度は，障害者の自立支援において必要
だと思いますか。

因子４ 障害者の性に
関する意識

12．障害者の自立において，性の問題は重要な要因に
なると思いますか。

13．障害者の自立において，結婚は重要な要因になる
と思いますか。
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子は，「自立観と教育環境に関する意識」であっ

た（表２）。

(３) ｔ検定と相関分析の結果

「資格の有無」との関連では，資格を持つ職

員の方が，資格を持たない職員よりも「自立観

と教育環境に関する意識」が高いことが明らか

になった。また，「福祉業務に関する職歴の有無」

においても同じように，福祉に関する業務に就

いた経験のある職員の方が，経験のない職員よ

りも「自立観と教育環境に関する意識」が高い

傾向がみられた（表３）。

「現在の職場経験年数」および「医療・保健・

福祉等に関する業務経験年数」と各因子との相

関分析の結果，いずれについても経験年数が長

い職員ほど，「自立観と教育環境に関する意識」

が高いことが明らかになった。また，医療・保

健・福祉等に関する業務経験年数の長い職員は，

「障害者の性に関する意識」についても高いこ

とが示された（表４）。

考 察

(１) 障害者の自立支援に関する職員の意識

「アドボカシーに関する意識」が最も平均値

が高かった背景として，地域生活を指向する障

害者や要介護高齢者の増加という社会的背景に

伴い，障害者などの権利意識が高まり，また，

行政へのニーズも高まったため，市町村などが

その責務を担わざるを得ない状況になったこと

があげられる。また，1995年の「障害者プラン

―ノーマライゼーション７か年戦略」の中間報

告として出された「今後の障害保健福祉施策の

在り方について」においても，障害者の申し立

てに対し適切に対応できる仕組みの整備や，相

談事業の強化があげられており，市町村職員の

迅速な取り組みが求められている 。新井は，自

治体や関係団体の先駆的な実践が成年後見制度

などの整備に拍車をかけたと述べており，権利

擁護事業における自治体などのこれまでの働き

を評価するとともに，福祉関係者の役割に期待

を寄せている 。

さらに，社会福祉基礎構造改革の一環である

「措置から契約へ」という制度改革の中で，今

後，行政は，直接的なサービス提供機関として

よりも，利用者の権利擁護機関として果たす役

割が大きくなる可能性が考えられ，改正された

成年後見制度や，新しく創設された地域福祉権

利擁護事業など，アドボカシーに関する活動に

福祉担当職員が高い関心を示したため，こうし

た結果が示されたのではないかと考えられる。

次に，「自立支援の視点と，その支援の有効性

に関する意識」が高くなった背景として，障害

者の自立生活運動の拠点になっている「自立生

活センター」の存在があげられる。現在，わが

国には，130カ所以上の自立生活センターが存在

し，それらを運営する障害者と市町村職員との

密接な連携により，「権利擁護事業」「ピア・カ

ウンセリング」「自立生活プログラム」「ケアマ

ネジメント」などの支援の方法に対する理解が

表２ 因子別単純集計の結果

因 子 名 平均値 標準偏差

因子１：自立支援の視点と，その支援の
有効性に関する意識

4.33 0.73

因子２：自立観と教育環境に関する意識 3.20 1.06
因子３：アドボカシーに関する意識 4.49 0.65
因子４：障害者の性に関する意識 4.09 0.74

合計13項目 4.02 0.79

表３ t検定の結果

資格の有無
福祉業務に関
する職歴の有無

因子１：自立支援の視点と，その支
援の有効性に関する意識

ns  ns

因子２：自立観と教育環境に関する意識 t＝4.094 t＝2.517
因子３：アドボカシーに関する意識 ns  ns
因子４：障害者の性に関する意識 ns  ns

注 p＜0.05， p＜0.01， ns：有意差なし

表４ 相関分析の結果

現在の
職場経験年数

医療・保健・福祉等に
関する業務経験年数

因子１：自立の視点と，その支援の
有効性に関する意識

ns  ns

因子２：自立観と教育環境に関する意識 0.280 0.357
因子３：アドボカシーに関する意識 ns  ns
因子４：障害者の性に関する意識 ns 0.230

注 p＜0.01， ns：有意差なし
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深まったためではないかと考えられる。

また，先行研究 と，本研究の結果から，依

然として「経済的・職業的自立」や「ADLの自

立」を「自己決定・自己選択」よりも自立の重

要な概念としてとらえる傾向が職員の中にある

ことがうかがえる。障害児教育に関しては，国

連の機会均等化に関する標準規則においても統

合教育の重要性が打ち出されており，国際的動

向として分離教育から統合教育の方向へ流れて

いるにもかかわらず，日本は障害者プランにお

いても明確な方向性を出していない 。

市町村障害者計画の策定率が全国トップであ

るＳ県のある市町村においても，障害別と程度

に応じた教育などが推進方策として出されてお

り，分離教育の考えが依然強いと考えられる 。

そのような背景から，「インクルーシィヴな教

育環境」などを中心に尋ねた「自立観と教育環

境に関する意識」の因子の平均値が他の因子に

比べて低くなったのではないかと考えられる。

(２) 障害者の自立支援に関する職員の意識の

向上

資格を持っている職員，福祉業務の職歴のあ

る職員は，「自立観と教育環境に関する意識」が

高いことが明らかになった。これは，彼らが資

格取得時および所得後の様々な専門教育や研

修・実習などを通じて福祉に関する最新の情報

を得る環境にあることや，その最新の情報と障

害者のニーズとがマッチする実感を経験するこ

とが要因ではないかと考えられる。

また，現在の職場経験年数の長い職員，医療・

保健・福祉等の業務経験年数の長い職員におい

ても，「自立観と教育環境に関する意識」が高い

ことが明らかになった。職場経験年数が長い職

員は，新任あるいは中堅職員の指導育成を図る

べき立場にあり，業務・運営などの管理的業務

の習得だけでなく，障害者福祉に関する最新の

情報を把握し習得しておく必要があるためでは

ないかと考えられる。

さらに，福祉業務の経験のある職員および現

在の職場で働いている経験年数が長い職員は，

福祉業務の経験が初めての職員に比べ，障害者

への相談・援助業務などの実践にかかわってき

た期間が長く，職場研修や自己研鑽などに加え

て，1995年の障害者プラン以降，政策形成や評

価などに障害者の参画や意見が重視される環境

の中での業務経験を重ねてきたため，そのよう

な意識が高まったとも考えることができる。

次に，医療・保健・福祉等の業務経験年数が

長い職員においては，「障害者の性に関する意識」

が高いことが明らかになった。「障害者の性」

は，極めて個人的な問題であるため，新障害者

プランには明記されていない。またこの問題は，

ノーマライゼーションの理念に立って，障害者

が地域で自立した生活を営むうえで非常に大切

な問題であるにもかかわらず，欧米に比べて日

本ではあまり触れられてこなかった。しかしな

がら，医療，看護，公衆衛生，教育，福祉など

の領域を中心に研究が行われてきており ，

最近では障害者自らが，この問題について語り

はじめている 。また，自立生活センターでの

ピア・カウンセリングや自立生活プログラムで

も，この問題を扱っている。実際，障害者は性

の問題を身近にいる専門家に相談しているケー

スが比較的多く ，本研究でもそのような状況が

反映されたため，医療・保健・福祉等の業務経

験年数と「障害者の性に関する意識」とに高い

関連がみられたと考えられる。

お わ り に

今後，新障害者プランの基本理念を市町村の

障害者施策に反映させていくための方策につい

て提言を行いたい。

第１に，本研究から明らかになったように，

医療・保健・福祉等の業務経験年数および現在

の職場経験年数については３年未満の職員が最

も多く，また，60％以上の職員が無資格という

現状があり，それを踏まえた「職員研修」「職場

研修」の体系化の必要性があげられる。例えば，

新人職員，中堅職員，新任管理職といった階層

別研修，各職員の意識や技術に応じて研修を積

み上げていくステップ別研修，次のステップに

つなげるための研修評価の導入なども必要にな
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ると思われる。そして，これらの研修では，学

識経験者による講義中心の研修方法だけでなく，

臨床的な現場研修やフィールドワークなどの実

践的な研修方法も積極的に取り入れていくべき

であろう。また，職員が自己研鑽できる職場環

境調整，職場実践に関する研究発表や事例研究

などが積極的に推奨されることも職員の意識向

上につながると考えられる。

第２に，現場の職員の指導や後継者の育成を

視野にいれたリーダーの養成が必要になる。各

職員の意識レベルや資質向上にはスーパーバイ

ザーの存在が不可欠であるが，本研究で明らか

になった経験年数や有資格者の数から考えても

スーパービジョンができる人材が非常に少ない

ことがうかがわれる。今後，有資格者や業務経

験年数の長い職員，中堅職員などを対象とした

スーパーバイザー育成のための研修体制を設け

る必要がある。職場内部における研修にとどま

らず，外部への研修派遣，必要に応じた新たな

資格取得への支援など，フレキシブルな研修体

制や研修企画が望まれる。

第３に，自治体・市町村の障害福祉担当職員

の配置については，これらの研修や専門教育を

受けた職員ならびに有資格者や福祉業務に関す

る経験のある職員等を考慮したものにすること

や，医療・保健・福祉業務等の経験のある職員

と新人職員のバランスを配慮した配置システム

を確立する必要がある。従来の縦割りの職員配

置では，せっかく受けた研修や専門的教育が十

分に生かされず，担当職員の意識の差からサー

ビスの地域間格差がますます拡大する恐れがあ

る。新障害者プランの遂行に弊害となる縦割り

の職員配置を是正し，福祉業務経験年数への配

慮や，他の部局の職員でも医療・保健・福祉等

の業務経験のある担当者の意見などを参考にで

きるシステムの確立が望ましい。
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